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第
一
節

律
令
以
前

一

仏
教
伝
来
と
社
会
情
勢

揺
れ
動
く
東
ア
ジ
ア

ず
い

六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
、
隋
帝
国
の
出

現
に
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
は
隋
を
中
心
と
し
て
国

と
う

際
関
係
が
形
成
さ
れ
、
唐
時
代
に
至
る
約
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
周
辺
諸

国
と
の
国
際
的
な
緊
張
が
高
ま
り
、
内
乱
や
動
乱
の
時
代
が
続
い
た
。

こ
う

く

り

隋
に
よ
る
統
一
王
朝
の
出
現
か
ら
間
も
な
い
五
九
八
年
、
隋
と
高
句
麗

が
交
戦
す
る
。
こ
の
と
き
隋
は
、
水
陸
軍
三
〇
万
を
高
句
麗
に
向
か
わ
せ

た
が
、
高
句
麗
の
謝
罪
的
後
退
も
あ
っ
て
、
戦
争
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も

の
の
、
そ
の
後
両
者
の
対
立
は
一
層
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
。
六
〇
五
年

よ
う

に
煬
帝
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
勢
い
は
激
化
し
、
六
一
二
年
、
隋
は
一
〇

〇
万
の
軍
勢
を
も
っ
て
高
句
麗
を
攻
め
る
が
、
む
な
し
く
も
敗
退
す
る
。

煬
帝
の
悔
し
さ
は
募
り
、
翌
年
、
翌
々
年
に
も
大
軍
を
も
っ
て
攻
撃
す
る

こ
ん
ぱ
い

が
高
句
麗
軍
の
激
し
い
抗
戦
に
遭
い
、
と
同
時
に
国
内
は
疲
労
困
憊
に
な

り
、
内
乱
が
続
発
す
る
中
で
、
六
一
八
年
煬
帝
は
江
都
（
揚
州
）
で
惨
殺

さ
れ
、
つ
い
に
隋
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。

こ
の
激
動
す
る
東
ア
ジ
ア
の
中
で
の
倭
国
は
、
隋
と
高
句
麗
の
緊
張
関

係
を
考
慮
し
、
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
に
遣
隋
使
を
派
遣
し
、
隣
国
で
あ

る
朝
鮮
三
国
に
対
し
有
利
な
立
場
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
六

お
の

の

い
も

こ

い
ぬ
か
み
の
み

た

す
き

〇
七
年
に
は
小
野
妹
子
、
六
一
四
年
は
犬
上
御
田
鍬
ら
を
隋
に
派
遣
し
、

同
時
に
留
学
生
・
僧
た
ち
が
海
を
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

遣
隋
使
に
関
係
す
る
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
と
中
国
の
『
隋
書
』
が
あ

る
が
、
両
間
に
か
な
り
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。『
隋
書
』
に
は
「
開
皇

の
初
め
（
五
八
九
）
に
七
部
の
楽
を
定
め
た
時
に
疎
勒
、
扶
南
、
康
国
、

百
済
、
突
蕨
、
新
羅
、
倭
国
な
ど
の
技
を
設
け
た
」
と
あ
り
、
使
者
が
来

た
時
に
歓
迎
の
音
楽
を
整
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
小
野
妹
子
を
隋
国
へ
使
者
と
し
、
そ
の
同

く
ら
つ
く
り
ふ
く

り

行
に
鞍
作
福
利
を
命
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
野
妹
子
は
有
力

豪
族
春
日
氏
の
流
れ
を
ひ
き
、
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
に
本
拠
地
を
置
い

し

ば

た
っ

と

た
。
ま
た
、
福
利
は
仏
教
興
隆
に
通
じ
て
い
た
司
馬
達
等
た
ち
と
同
族
と

い
わ
れ
る
渡
来
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
隋
の
煬
帝
に
国
書
を
渡
し
、
そ

れ
に
は

ひ

い

て
ん

し

つ
つ
が
な

「
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
日
没
す
る
処
の
天
子
に
書
を
致
す
。
恙
無

き
や

云
々
」

こ
う

ろ

と
記
さ
れ
、
倭
を
隋
と
同
列
に
お
く
も
の
で
、
煬
帝
は
そ
れ
を
見
て
鴻
臚

�
と
い
う
者
を
叱
っ
た
と
い
う
。
煬
帝
は
仏
教
徒
で
あ
り
、
小
野
妹
子
の

仏
法
を
学
ぶ
心
に
会
見
を
許
し
、
東
の
国
に
仏
法
を
広
め
る
こ
と
を
願
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
煬
帝
の
不
興
を
か
い
な
が
ら
、
倭
は
自
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さ
く
ほ
う
た
い
せ
い

尊
の
態
度
を
示
し
た
。
以
後
、
隋
と
国
交
は
し
た
も
の
の
冊
封
体
制
に
は

入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高
句
麗
と
対
立
し
て
い
た
隋
は
、
倭

国
を
味
方
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

朝
鮮
三
国
の
動
乱

倭
国
に
仏
教
が
導
入
さ
れ
る
六
世
紀
半
ば
、
朝
鮮

し
ら

ぎ

こ
う

く

り

く
だ

ら

半
島
は
新
羅
、
高
句
麗
、
百
済
の
三
国
が
領
土
拡

大
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
争
っ
た
時
代
で
あ
る
。
六
〇
〇
年
か
ら
年
代
順
に

三
者
の
戦
略
ぶ
り
を
追
っ
て
み
よ
う
。

・
六
〇
二
年

百
済
、
新
羅
を
侵
略
す
る
。

・
六
〇
三
年

高
句
麗
、
新
羅
を
侵
略
す
る
。

・
六
〇
五
年

新
羅
、
百
済
を
侵
す
。

・
六
〇
八
年

新
羅
は
隋
に
高
句
麗
を
征
伐
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

・
六
一
一
年

百
済
、
隋
に
高
句
麗
征
伐
要
請
。

・
六
二
一
年

新
羅
は
唐
に
遣
使
を
送
る
。

・
六
二
四
年

百
済
、
新
羅
を
侵
略
。

・
六
四
二
年

百
済
と
高
句
麗
は
新
羅
を
侵
略
す
る
。

・
六
四
三
年

新
羅
は
唐
に
救
援
を
要
請
。

・
六
六
〇
年

唐
・
新
羅
連
合
軍
は
百
済
を
滅
ぼ
す
。

・
六
六
一
年

新
羅
は
高
句
麗
を
侵
略
す
る
。

三
者
は
互
い
に
侵
略
し
な
が
ら
も
、
常
に
大
国
で
あ
る
隋
・
唐
の
情
勢

を
伺
い
、
更
に
は
倭
国
を
も
牽
制
し
て
い
る
状
況
が
読
み
と
れ
る
。
な
か

で
も
新
羅
の
勢
力
が
強
く
、
五
四
〇
年
に
新
羅
の
真
興
王
は
自
身
の
勢
力

を
最
大
に
生
か
し
、「
真
興
王
巡
狩
管
境
碑
」
と
称
す
る
石
碑
を
朝
鮮
半

島
三
か
所
に
建
立
し
た
。
真
興
王
は
第
二
十
四
代
国
王
（
五
四
〇
〜
五
七

六
）、
六
歳
に
し
て
即
位
し
、
仏
教
文
化
の
振
興
に
尽
力
し
た
王
で
、
石

碑
に
は
彼
の
偉
業
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
勢
力
は
朝
鮮
半
島

東
南
隅
か
ら
中
央
部
ま
で
及
び
、
高
句
麗
に
対
す
る
防
御
作
戦
と
し
て
境

界
三
か
所
（
北
方
か
ら
麿
雲
嶺
碑
・
黄
草
嶺
碑
・
北
漢
山
碑
）
に
石
碑
を
建

立
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
北
漢
山
碑
（
現
ソ
ウ
ル
）
に
は
、
高
句

麗
と
百
済
の
領
土
抗
争
に
割
っ
て
入
り
、
両
者
が
欲
し
が
っ
て
い
た
領
地

を
新
羅
の
も
の
と
し
た
こ
と
な
ど
、
彼
の
攻
略
成
功
が
う
か
が
え
る
。
つ

ま
り
、
朝
鮮
半
島
の
西
海
岸
を
占
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
と
の
対
外

交
渉
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

み
ま

な

任
那
滅
亡
ま
で
続
い
た
朝
鮮
半
島
の
三
国
動
乱
は
、
そ
の
後
、
百
済
・

高
句
麗
・
新
羅
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
形
を
も
っ
て
国
政
に
あ
た
っ
た
。

新
羅
は
地
方
制
や
軍
団
制
を
整
備
し
、
有
力
者
か
ら
実
力
の
あ
る
者
一

人
が
選
ば
れ
る
と
、
国
王
の
周
り
に
結
集
し
権
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
官
僚
組
織
を
整
備
し
、
真
興
王
時
代
の
政
治
基
盤
を
盤
石
な
も

の
に
し
た
。
以
後
、
新
羅
国
は
滅
亡
ま
で
四
〇
〇
年
の
間
存
続
し
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
高
句
麗
は
六
世
紀
前
半
ご
ろ
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
が
勃
発

し
、
新
羅
・
百
済
等
の
外
戦
と
内
乱
と
で
苦
し
い
状
況
に
た
た
さ
れ
た
。

都
を
長
安
城
（
現
平
壌
市
内
）
に
移
し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
内
外
政
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
思
い

き
っ
た
政
局
転
換
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
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し

ひ

ま
た
、
百
済
は
五
三
八
年
、
第
二
十
六
代
聖
明
王
が
都
を
泗
�
（
現
扶

余
）
に
移
し
、
中
央
組
織
の
体
制
整
備
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
・
文
化
の
振

興
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
五
四
年
に
新
羅
と
交
戦
に
な

り
、
任
那
諸
国
と
の
合
併
施
策
は
停
滞
し
、
新
羅
の
任
那
討
伐
を
傍
観
す

る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

倭
か
ら
日
本
へ

日
本
と
い
う
「
日
」
の
字
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
は

こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
改
称
の
最
大
の
理
由
は

「
日
」
の
字
を
ふ
く
ん
だ
国
書
あ
る
い
は
国
号
を
使
用
し
た
こ
と
に
あ

る
。
遣
隋
使
に
使
用
さ
れ
た
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
」
は
ま
さ
し
く
隋
を

対
象
に
し
た
表
現
で
あ
り
、
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
日

本
」
と
称
し
た
語
源
の
意
味
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
旧
唐
書
』

は
「
日
の
出
ず
る
処
に
近
い
か
ら
日
本
と
改
め
た
」
等
と
説
明
し
て
い

る
。
事
実
、「
日
本
」
を
正
式
の
国
号
と
し
て
使
い
始
め
た
の
は
大
宝
二

年
（
七
〇
二
）
の
遣
唐
使
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
日
本
」
に
つ
い
て
の
表

現
は
、
以
後
平
安
時
代
に
至
っ
て
も
語
源
の
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
、
定
着

し
て
い
っ
た
。

蘇
我
氏
と
物
部
氏

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
南
北
朝
末
期
か
ら
隋

の
全
国
統
一
、
朝
鮮
三
国
の
動
乱
と
揺
れ
に
揺
れ

た
時
代
、
倭
国
に
お
い
て
も
有
力
な
豪
族
た
ち
の
対
立
が
あ
っ
た
。
新
し

い
時
代
へ
と
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
が
伝
え
る
内
容
は
、
仏
教
公
伝
の
時
、

そ

が
の
い
な

め

蘇
我
稲
目
が
自
宅
に
仏
像
を
安
置
し
崇
拝
し
て
い
た
。
日
頃
か
ら
豪
族
達
は
稲
目
を

も
の
の
べ
の
お
こ

し

な
か
と
み
の
か
ま

疎
ま
し
く
思
っ
て
い
た
。
そ
の
矢
先
に
疫
病
が
流
行
し
た
。
物
部
尾
輿
・
中
臣
鎌

こ子
等
は
稲
目
が
祀
っ
た
仏
像
に
神
の
祟
り
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
家
を
焼
き
払
い
、

な
に

わ

仏
像
を
難
波
の
堀
江
に
捨
て
た
。
と
こ
ろ
が
雲
が
な
い
の
に
雨
が
降
る
と
い
う
変
事

な
い
が
し

が
起
こ
り
、
こ
れ
は
仏
を
蔑
ろ
に
し
た
罰
だ
。
そ
し
て
敏
達
天
皇
と
物
部
守
屋
は
疫

病
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
更
に
敏
達
朝
の
時
、
ま
だ
聖
徳
太
子
が
少
年
時
代
、
皇
位
継
承

問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い

お
お
お
み

う
ま

こ

お
お
む
ら
じ

も
り

や

た
の
が
大
臣
の
蘇
我
馬
子
と
大
連
の
物
部
守
屋
で
あ
る
。
血
は
争
え
な

い
も
の
で
馬
子
も
仏
像
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
、
塔
を
建
て

た
り
、
仏
像
を
祀
ら
せ
た
り
し
、
馬
子
自
身
は
豊
浦
寺
で
、
妹
の
堅
塩

姫
・
炊
屋
姫
（
後
の
推
古
天
皇
）
は
桜
井
寺
等
で
仏
教
を
広
め
崇
拝
し
た
。

物
部
守
屋
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
。
根
本
的
な
原
因
は

権
力
闘
争
に
あ
り
、
事
実
『
日
本
書
紀
』
は
馬
子
と
守
屋
の
や
り
取
り
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

場
面
は
敏
達
天
皇
葬
儀
時
、
蘇
我
馬
子
が
体
に
合
わ
ぬ
大
刀
を
帯
び
て

い
た
こ
と
に
対
し

・
物
部
守
屋
は
「
矢
が
刺
さ
っ
た
雀
み
た
い
だ
」
と
嘲
笑

・
蘇
我
馬
子
は
「
鈴
で
も
懸
け
た
ら
い
い
」
と
嘲
笑

と
公
の
場
に
お
い
て
も
争
い
は
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

更
に
、
聖
徳
太
子
の
父
用
明
天
皇
が
病
没
し
て
し
ま
う
と
、
物
部
守
屋

あ
な

ほ

べ

は
用
明
天
皇
の
異
母
弟
に
あ
た
る
穴
穂
部
皇
子
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
そ

れ
に
対
し
蘇
我
馬
子
は
、
や
は
り
異
母
弟
で
あ
る
泊
瀬
部
皇
子
を
対
抗
馬
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と
し
、
つ
い
に
抗
戦
状
態
に
な
っ
た
。
記
録
で
は
河
内
の
渋
河
を
中
心
と

し
て
戦
っ
た
ら
し
い
。
結
果
と
し
て
物
部
守
屋
・
穴
穂
部
皇
子
ら
は
交
戦

死
し
、
泊
瀬
部
皇
子
は
崇
峻
天
皇
と
な
り
、
ゆ
く
ゆ
く
蘇
我
馬
子
と
対
立

す
る
よ
う
に
な
る
。

蘇
我
氏
の
権
力
が
確
実
な
も
の
に
な
っ
た
の
は
物
部
氏
を
倒
し
た
後

で
、
馬
子
の
わ
が
ま
ま
な
実
権
が
ま
か
り
通
っ
て
い
っ
た
。
彼
の
父
の
時

代
か
ら
開
放
的
で
、
渡
来
人
と
親
交
を
深
く
し
、
皇
室
と
も
親
近
関
係
に

あ
り
、
娘
の
堅
塩
姫
と
小
姉
姫
を
嫁
が
せ
、
用
明
・
崇
峻
・
推
古
と
三
人

の
天
皇
を
出
し
て
い
る
。
崇
峻
天
皇
は
即
位
し
て
五
年
目
に
馬
子
の
放
っ

た
刺
客
に
殺
さ
れ
、
馬
子
の
権
力
は
増
大
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
初
の
女

帝
と
な
っ
た
推
古
天
皇
に
お
い
て
も
、
甥
の
聖
徳
太
子
を
摂
政
と
し
政
治

を
つ
か
さ
ど
っ
た
が
、
若
年
の
聖
徳
太
子
に
は
経
験
豊
富
な
蘇
我
馬
子
の

し

せ
い
せ
い

ど

か
ん
り
ょ
う
せ
い

ど

存
在
は
大
き
く
、
氏
姓
制
度
を
官
僚
制
度
に
変
え
よ
う
と
努
力
し
た
場

面
も
伺
え
る
。

仏
教
興
隆
と

飛
鳥
文
化

元
来
、
日
本
の
信
仰
は
神
に
あ
っ
た
。
人
々
が
生
活
を

営
む
場
所
に
は
深
く
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
主
た
る
神

は
農
耕
の
神
で
あ
っ
た
。
農
耕
社
会
で
必
要
な
の
は
、
五
穀
豊
穣
を
願
っ

た
土
・
水
・
太
陽
の
神
々
で
あ
り
、
そ
こ
に
穢
れ
か
ら
厳
重
に
守
ら
れ
た

神
聖
な
場
所
と
し
て
、
神
が
や
ど
る
神
社
が
祀
ら
れ
た
。
海
の
神
も
同
様

で
、
宗
像
三
神
は
著
名
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
国
学
者
本
居
宣
長
は
、

日
本
の
神
は
天
照
大
神
を
初
め
と
し
、
海
・
山
・
木
・
草
・
獣
・
鳥
な
ど
の
動
植
物

し
ん

ら

ば
ん
し
ょ
う

を
含
む
森
羅
万
象
の
中
で
、
恐
れ
ら
れ
る
も
の
は
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

と
説
い
て
い
る
。
神
へ
の
信
仰
は
本
来
個
々
の
も
の
で
あ
り
、
個
人
個
人

の
心
情
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
信
仰
は
一
族
や
部
落
、
い
わ
ゆ

る
共
通
し
た
地
域
の
崇
拝
の
対
象
と
な
り
大
き
く
発
展
し
、
そ
こ
に
地
域

の
神
に
対
す
る
人
間
支
配
者
が
存
在
し
、
神
の
威
光
と
称
し
権
力
を
振
る

う
よ
う
に
な
る
。

神
の
国
に
、
仏
を
崇
拝
す
る
と
い
う
信
仰
宗
教
が
入
っ
て
き
た
。

新
し
い
信
仰
宗
教
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ

せ
い
め
い
お
う

れ
ば
、
欽
明
十
三
年
（
五
五
二
）
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
国
聖
明
王
か
ら
欽

明
天
皇
に
「
釈
迦
像
、
幡
、
教
典
」
な
ど
が
贈
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
の
伝
来
に
つ
い
て
は
日
本
書
紀
以
外
に
、『
元
興
寺
縁
起
』
や
『
上

宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
五
三
八
年
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
代
は
『
日
本
書
紀
』
に
従
え
ば
宣
化
三
年
に
あ

た
る
。
つ
ま
り
、
欽
明
天
皇
が
仏
教
を
受
け
入
れ
た
い
が
た
め
物
部
氏
ら

の
反
発
を
振
り
切
り
、
崇
仏
に
賛
成
し
て
い
る
蘇
我
稲
目
に
仏
像
を
祀
ら

せ
た
の
が
仏
教
の
公
伝
と
す
る
説
で
あ
る
。

そ
の
後
、
仏
教
導
入
の
賛
否
を
巡
っ
て
、
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
従
来
の

神
�
信
仰
で
あ
っ
た
反
崇
仏
派
の
物
部
氏
・
中
臣
氏
ら
が
対
立
し
た
。
朝

廷
は
こ
の
対
立
を
重
く
見
て
、
い
っ
た
ん
天
皇
は
敏
達
天
皇
十
四
年
の
廃

仏
の
詔
を
下
す
が
、
物
部
守
屋
ら
が
反
乱
を
起
こ
し
た
た
め
、
翌
々
年
、

朝
廷
も
味
方
し
、
聖
徳
太
子
・
蘇
我
馬
子
ら
は
物
部
守
屋
を
滅
ぼ
す
に

至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
公
的
に
仏
教
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
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の
で
あ
る
。

こ
の
宗
教
「
仏
教
」
は
、
日
本
国
に
大
き
な
社
会
変
革
を
も
た
ら
し
、

以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
人
々
の
思
想
宗
教
と
し
て
の
基
盤
を
築
く
に

至
っ
て
い
る
。
更
に
、
日
本
歴
史
の
中
で
、
宗
教
を
導
入
す
る
こ
と
で
「
戦

い
」
を
行
っ
た
の
は
こ
の
時
だ
け
と
言
え
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
崇
峻
天
皇
元
年
（
五
八
八
）
秋
七
月
に
百

ろ

ば
ん

済
か
ら
僧
侶
・
仏
舎
利
・
寺
工
・
露
盤
博
士
・
瓦
博
士
・
画
工
ら
が
来
訪

う
ま

こ

し
、
蘇
我
馬
子
は
百
済
の
僧
か
ら
受
戒
し
、
学
問
僧
と
し
て
善
信
ら
を
百

あ
す

か

ま

か
み
が
は
ら

済
に
派
遣
し
た
。
そ
し
て
、
飛
鳥
真
神
原
に
法
興
寺
（
飛
鳥
寺
）
を
建

立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
日
本
で
初
め
て
本
格
的
な
寺
院

が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

仏
教
公
伝
に
聖
徳
太
子
の
担
っ
た
役
割
は
大
き
い
。
彼
の
父
は
用
明
天

皇
で
仏
教
帰
依
の
意
思
表
示
を
し
た
最
初
の
天
皇
で
あ
る
。
そ
の
影
響
も

い
か
る
が

あ
っ
て
か
太
子
は
約
四
十
年
間
斑
鳩
に
住
み
、
飛
鳥
の
地
も
含
め
て
仏
教

興
隆
に
努
め
た
。
聖
徳
太
子
の
ね
ら
い
は
一
つ
に
仏
教
文
化
、
二
つ
に
は

仏
教
思
想
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
個
人
的
信
仰
に

終
始
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
子
は

こ

け

「
世
間
は
虚
仮
に
し
て
、
た
だ
仏
の
み
真
な
り
」

と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
世
界
を
否
定
的
に
捉
え
て
お
り
、
仏
の

世
界
の
み
が
真
実
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

推
古
朝
か
ら
の
太
子
は
天
皇
と
蘇
我
馬
子
の
調
整
役
で
あ
っ
た
が
、
後

半
ご
ろ
に
は
聖
徳
太
子
の
政
策
に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

・
隋
と
の
外
交
開
花
（
遣
隋
使
）

・
冠
位
十
二
階
の
制
定

・
法
興
寺
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
寺
院
の
建
立

・
十
七
条
憲
法
の
制
定

・
三
経
義
疏

・
地
方
政
治
の
整
備

な
ど
が
主
な
施
策
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
書
か

ら
は
、
必
ず
し
も
彼
の
政
治
改
革
は
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
完
結

し
得
な
か
っ
た
と
解
す
る
者
も
多
い
。
最
近
に
至
っ
て
は
、
歴
史
史
料
の

う
ま
や

ど

と
よ
さ
と

調
査
研
究
に
よ
り
、「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
名
称
を
改
め
、「
�
戸
豊
聡

み
み
の
み
こ
と

耳

命
」
と
書
か
れ
て
い
る
書
籍
・
教
科
書
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

大
化
の
諸
改
革

え
み

し

い
る

か

大
化
改
新
と
は
、
蘇
我
蝦
夷
と
入
鹿
が
死
ん
だ
こ
と

で
、
蘇
我
氏
本
家
の
滅
亡
事
件
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
事
の
始
終
は
『
日
本
書
紀
』
が
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
皇
極
天
皇
が
即
位
し
た
こ
ろ
、
中
大
兄
皇
子
と
古
人
大

兄
皇
子
の
二
人
が
大
兄
と
し
て
並
ぶ
こ
と
に
な
り
、
蘇
我
入
鹿
暗
殺
事
件

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
日
時
は
西
暦
六
四
五
年
六
月
十
二
日
、
場
所
は

飛
鳥
板
蓋
宮
前
庭
で
、
し
か
も
女
帝
で
あ
る
皇
極
天
皇
の
前
で
殺
害
さ
れ

た
。
殺
害
計
画
の
首
謀
者
は
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
で
、
三
韓
朝
貢
の

上
表
文
を
天
皇
に
奉
上
す
る
た
め
の
儀
式
に
誘
い
出
し
、
殺
し
た
の
で
あ

る
。
事
を
成
し
得
た
中
大
兄
皇
子
た
ち
は
蘇
我
蝦
夷
の
反
撃
を
恐
れ
、
法

興
寺
に
陣
を
固
め
た
が
、
蝦
夷
は
自
宅
に
火
を
放
ち
自
害
し
た
。
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入
鹿
が
殺
さ
れ
て
か
ら
二
日
後
の
皇
極
四
年
（
六
四
五
）
六
月
十
四

日
、
天
皇
は
位
を
軽
皇
子
（
孝
徳
天
皇
）
に
譲
り
、
皇
太
子
に
中
大
兄
皇

子
、
左
大
臣
に
阿
部
内
麻
呂
臣
、
右
大
臣
に
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
臣
、

そ
う
み
ん

た
か
む
こ
の

内
臣
に
中
臣
鎌
足
連
、
国
博
士
に
隋
・
唐
に
留
学
し
て
い
た
僧
旻
と
高

向

く
ろ
ま
ろ

玄
理
と
い
う
顔
ぶ
れ
の
新
政
権
が
誕
生
し
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
大
化
二
年
（
六
四
六
）
一
月
一
日
に
発
布

し
た
改
新
詔
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
私
地
私
民
制
の
廃
止

・
地
方
行
政
組
織
の
整
備

・
戸
籍
・
計
帳
・
班
田
収
授
の
法
の
実
施

・
新
税
制
の
施
行

『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
期
等
を
勘
案
す
る
と
大
宝
令
に
潤
色
さ
れ
た
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

大
化
の
新
政
府
の
特
徴
の
一
つ
は
、
僧
旻
と
高
向
玄
理
の
二
人
が
国
博

士
と
い
う
立
場
で
国
政
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
旻
法
師
は
二
四

年
間
留
学
僧
と
し
て
大
陸
に
滞
在
し
、
隋
か
ら
唐
へ
の
王
朝
時
代
の
盛
衰

を
体
で
感
じ
、
発
展
途
上
国
の
制
度
を
し
っ
か
り
学
び
帰
国
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
豊
富
な
学
識
を
新
政
権
の
中
に
導
入
し
、
八
省
百
官
と
呼
ば
れ

る
律
令
官
僚
体
制
を
も
た
ら
し
、
は
じ
め
て
日
本
社
会
体
制
の
根
幹
を
構

築
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旻
法
師
は
他
に
仏
教
や
易
学
に
も
精
通
し
て

い
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
氏
姓
制
度
の
確
立
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
原
始

共
同
体
の
制
度
と
は
異
な
り
、
中
央
や
地
方
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
「
氏
」

が
、
朝
廷
（
い
わ
ゆ
る
天
皇
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
認
知
さ
れ
た
「
姓
」
を
も

ち
、
朝
廷
で
の
職
務
を
遂
行
し
、
人
民
・
土
地
等
を
支
配
す
る
制
度
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
氏
姓
制
度
は
、
大
豪
族
の
姓
と
各
地
の
中
・
小
豪
族
の

姓
と
で
は
血
縁
関
係
が
な
い
の
で
、
被
支
配
者
層
の
人
民
は
姓
を
持
た
ぬ

よ
う
に
、
姓
は
大
・
中
・
小
豪
族
の
身
分
を
示
す
標
識
と
な
り
、
天
皇
が

勝
手
に
与
え
た
り
、
奪
っ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
豪
族
の
支
配
体
系

お
み

む
ら
じ

と
も
の
み
や
つ
こ

く
に
の
み
や
つ
こ

は
「
臣
・
連
・
伴

造
・
国

造
」
が
使
用
さ
れ
た
。「
臣
・
連
」
は
姓

で
朝
廷
の
豪
族
を
示
し
、
国
家
の
制
定
に
関
わ
る
大
臣
・
大
連
等
が
で
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
部
曲
」
の
民
を
各
地
に
持
ち
、
そ
の

地
域
を
支
配
さ
せ
る
と
と
も
に
、
朝
廷
や
大
豪
族
た
ち
へ
の
物
産
や
労
力

を
提
供
し
、
勢
力
を
誇
示
し
て
い
っ
た
。

（
例
）
大
伴
連
―
大
伴
部
―
大
伴
直
・
大
伴
造
・
大
伴
君

臣
連
姓
を
な
の
る
代
表
的
な
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
臣
姓
（
�
城
・
平
群
・
巨
勢
・
蘇
我
・
紀
・
和
邇
）
な
ど

・
連
姓
（
大
伴
・
物
部
・
中
臣
・
土
師
）
な
ど

「
伴
造
」
と
は
渡
来
系
の
人
々
が
多
く
、
中
・
小
豪
族
で
、
そ
れ
ぞ
れ

が
「
品
部
」
の
民
を
率
い
て
朝
廷
の
官
職
（
現
業
職
）
に
つ
い
て
い
た
。

つ
ま
り
、
特
殊
技
術
を
持
っ
て
お
り
、
武
器
な
ど
を
鋳
造
す
る
鍛
冶
部
、

馬
や
家
畜
を
飼
育
す
る
馬
飼
部
等
が
い
た
。
そ
し
て
そ
の
管
理
者
に
は

造
・
首
・
史
な
ど
の
姓
が
与
え
ら
れ
た
。

「
臣
・
連
」、「
伴
造
」
な
ど
は
日
常
的
に
朝
廷
に
勤
務
す
る
の
に
対
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し
、「
国
造
」
は
、
朝
廷
か
ら
召
集
さ
れ
て
出
頭
す
る
の
で
あ
る
。『
隋

書
』
に
よ
る
と
一
二
〇
余
の
国
造
制
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
国
造
は
い

わ
ば
地
域
の
開
拓
者
で
あ
り
、
そ
こ
の
君
主
で
も
あ
っ
た
。
朝
廷
に
服
属

と
ね

り

う
ね

め

し
、「
舎
人
」、「
采
女
」
と
言
わ
れ
る
下
級
文
官
・
武
官
や
侍
女
を
差
し

出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
更
に
地
域
住
民
か
ら
定
期
的
な
物
資
や
労
働
力
を
、

朝
廷
の
た
め
に
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
次
第
に
弱
体
化
し
て
い
っ
た
。

最
後
に
、
大
化
改
新
に
お
け
る
内
外
の
背
景
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
東

ア
ジ
ア
の
情
勢
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
隋
か
ら
唐
帝
国
の
偉
大
な
国
家

は
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
三
国
に
激
動
を
も
た
ら
し
、
そ

れ
ら
の
動
乱
は
倭
と
い
う
国
へ
大
き
な
不
信
感
を
抱
か
せ
る
結
果
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
高
句
麗
で
は
泉
蓋
蘇
文
が
権
力
を
持
っ
て
唐
帝
国
に
対
抗

し
、
百
済
で
は
義
慈
王
が
実
権
を
に
ぎ
り
、
新
羅
で
も
急
速
に
国
力
を
増

大
し
つ
つ
あ
っ
て
、
一
時
も
目
の
離
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の

各
国
の
情
報
は
留
学
生
た
ち
か
ら
伝
達
さ
れ
た
。
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌

足
ら
は
一
刻
も
早
く
内
政
の
権
力
を
一
つ
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
豪

族
の
二
分
勢
力
争
い
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
蘇
我
入
鹿
の
暗
殺
が
実
行

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

白
村
江
の
惨
敗

七
世
紀
前
半
ご
ろ
、
依
然
と
し
て
東
ア
ジ
ア
は
揺
れ

て
い
た
。
六
五
五
年
、
百
済
が
高
句
麗
と
と
も
に
新

羅
北
辺
の
三
三
城
を
攻
撃
し
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
軍
は
新
羅
武
烈
王
の
救

援
に
応
え
て
高
句
麗
攻
撃
を
開
始
し
た
。
そ
れ
以
前
、
唐
は
第
二
代
皇

帝
・
太
宗
、
第
三
代
皇
帝
・
高
宗
の
時
も
高
句
麗
に
戦
い
を
挑
ん
で
い

る
。
結
果
は
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
唐
は
高
句
麗
と
百
済

が
手
を
結
ぶ
こ
と
を
恐
れ
、
先
に
百
済
を
攻
略
せ
ん
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
六
六
〇
年
三
月
、
蘇
定
方
を
総
督
と
す
る
十
万
余
の
兵
は
新
羅
軍
五

し

ひ

万
の
兵
と
合
流
し
、
白
村
江
を
遡
っ
て
百
済
の
泗
�
城
（
扶
余
）
を
襲

い
、
北
方
に
逃
れ
た
義
慈
王
を
追
っ
て
熊
津
城
（
公
州
）
を
滅
ぼ
し
た
。

国
王
等
は
唐
の
洛
陽
に
送
ら
れ
、
百
済
は
こ
こ
に
滅
ん
だ
の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
白
村
江
の
戦
い
」
で
あ
る
。

日
本
の
百
済
救
済
は
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
状
況
を
追
っ

て
み
よ
う
。

斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
）
十
二
月
、
天
皇
・
皇
太
子
ほ
か
朝
廷
た
ち

な

は
飛
鳥
を
発
ち
、
難
波
を
経
て
翌
年
（
六
六
一
）
三
月
に
娜
大
津
に
至
り
、

た
ち
ば
な
ひ
ろ
に
わ

の

み
や

朝
倉

橘

広
庭
之
宮
に
入
っ
た
。
そ
し
て
斉
明
天
皇
は
こ
の
年
の
七
月
に

崩
御
す
る
。

あ

べ
の

ひ

ら

ふ

斉
明
七
年
（
六
六
一
）
八
月
、
阿
倍
比
羅
夫
が
率
い
る
一
七
〇
隻
と
、

王
子
豊
璋
を
護
衛
す
る
五
千
余
の
兵
と
が
玄
界
灘
を
渡
っ
た
。
王
子
豊
璋

は
翌
天
智
元
年
（
六
六
二
）
に
白
村
江
の
周
留
城
（
州
柔
）
で
即
位
し
た
。

こ
の
時
の
戦
い
は
苦
戦
で
あ
っ
た
。
天
智
二
年
（
六
六
三
）
三
月
、
日
本

は
再
び
阿
倍
比
羅
夫
・
上
毛
野
稚
子
ら
の
率
い
る
二
万
七
千
人
を
派
遣
し

た
。
こ
の
時
の
兵
は
東
国
を
含
む
首
長
や
農
民
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。

七
月
十
七
日
、
新
羅
の
文
武
王
は
熊
津
城
に
向
け
て
出
発
し
、
唐
軍
と
合

流
し
た
。
唐
と
新
羅
の
将
軍
は
陸
・
水
軍
に
熊
津
江
を
下
ら
せ
、
白
村
江
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ほ
と
り

の
口
に
立
て
籠
も
っ
て
い
る
王
子
豊
璋
に
迫
っ
た
。
八
月
十
三
日
唐
の
水

軍
が
日
本
船
四
〇
〇
隻
を
焼
い
た
。
こ
の
時
「
煙
と
炎
は
天
を
お
お
い
、

海
水
は
赤
く
血
に
染
ま
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

八
月
十
七
日
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
は
周
留
城
を
包
囲
し
、
水
軍
一
七
〇

隻
が
戦
列
を
し
い
た
。
そ
し
て
八
月
二
十
七
・
二
十
八
日
激
戦
と
な
り
、

日
本
軍
は
惨
敗
を
喫
し
、
百
済
軍
は
戦
い
に
敗
れ
た
。
王
子
豊
璋
は
高
句

麗
に
逃
走
し
た
。

こ
の
戦
乱
後
、
日
本
は
唐
・
新
羅
連
合
軍
を
恐
れ
、
大
宰
府
を
中
心
に

北
部
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
に
か
け
て
防
衛
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
な

る
。

さ
き
も
り

と
ぶ
ひ

天
智
三
年
（
六
六
四
）
対
馬
・
壱
岐
・
筑
紫
に
防
人
と
烽
を
置
き
、
水

き
い

城
を
築
い
た
。
引
き
続
き
天
智
四
年
（
六
六
五
）
に
は
大
野
・
椽
（
基
肄
）

の
両
城
を
築
き
、
瀬
戸
内
海
に
は
長
門
・
屋
島
、
そ
し
て
大
和
の
高
安
城

等
を
造
り
、
東
ア
ジ
ア
の
玄
関
口
で
あ
る
対
馬
に
は
金
田
城
を
築
き
、
防

衛
体
制
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
古
代
山
城
は
『
日
本
書

紀
』、『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
一
四
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
古

代
山
城
等
は
、
実
際
対
外
的
役
割
を
担
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、

発
掘
調
査
が
進
行
す
る
に
つ
れ
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
大
兄
皇
子
は
、
六
六
七
年
、
都
を
飛
鳥
か
ら
近
江
大
津
に
移
し
、
翌

年
皇
位
に
つ
い
た
。

天
智
と
天
武
天
皇

七
世
紀
は
日
本
の
国
が
、
内
・
外
に
大
き
く
変
動

じ
ん
し
ん

し
た
時
期
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。「
壬
申

の
乱
」
は
皇
位
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
古
代
に
お
い
て
は
最
大
の
内
乱

と
い
え
る
。

事
の
発
端
は
、
天
智
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
間
も
な
く
、
自
分
の
長
男

大
友
皇
子
を
後
継
者
と
し
て
望
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
以

前
は
天
智
天
皇
の
実
弟
大
海
人
皇
子
が
東
宮
に
建
て
ら
れ
、
出
自
・
年

齢
・
経
験
か
ら
し
て
実
質
上
、
天
智
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
衆
目
の
一
致

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
智
十
年
（
六
七
一
）
正
月
、
天
皇

は
、
大
友
皇
子
を
太
政
大
臣
に
任
命
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
大
海
人
皇
子
の

地
位
は
極
め
て
不
安
定
と
な
っ
た
。
天
智
天
皇
は
以
前
か
ら
病
状
が
悪

く
、
大
海
人
皇
子
を
病
床
に
招
き
皇
位
を
大
海
人
に
授
け
る
旨
、
話
を
し

た
が
、
大
海
人
は
そ
れ
を
辞
退
し
、
頭
を
丸
め
て
吉
野
に
出
家
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
日
、
天
智
天
皇
は
大
津
宮
に
お
い

て
四
十
六
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

天
皇
の
逝
去
後
、
大
友
側
と
大
海
人
側
に
よ
か
ら
ぬ
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
、
互
い
に
相
手
の
出
方
を
窺
う
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
い
に
六
月
二
十
二

日
、
大
海
人
皇
子
は
舎
人
三
人
を
美
濃
国
に
赴
か
せ
、
兵
を
集
め
不
破
道

を
塞
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
。
大
海
人
は
吉
野
を
家
族
・
従
者
合
わ
せ
て
数
十

人
で
出
発
し
、
隠
の
駅
家
、
伊
賀
の
駅
家
、
積
殖
の
山
口
か
ら
鈴
鹿
の
関

に
入
り
、
川
曲
の
坂
下
、
桑
名
の
郡
家
を
経
て
美
濃
へ
と
進
ん
だ
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
二
十
四
日
に
高
市
皇
子
、
二
十
六
日
に
は
大
津
皇
子
ら
と

合
流
し
、
そ
の
数
も
膨
れ
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
状
況
を
知
っ
た
大
友

側
・
朝
廷
は
、
い
た
ず
ら
に
時
間
を
費
や
し
、
各
地
か
ら
兵
を
徴
集
し
よ
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う
と
す
る
が
不
破
関
は
塞
が
れ
、
筑
紫
・
吉
備
等
の
協
力
も
難
航
し
、
動

員
計
画
に
狂
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
七
月
二
十
二
日
、
最
後
の
決
戦
に

至
る
ま
で
両
軍
は
各
地
で
戦
闘
を
繰
り
返
し
、
大
海
人
皇
子
優
勢
の
も
と

に
瀬
田
で
対
峙
し
た
。
こ
こ
に
大
友
率
い
る
軍
勢
は
敗
れ
、
首
脳
部
は
逃

走
し
た
。
翌
日
大
津
京
は
陥
落
し
、
大
友
皇
子
は
山
崎
に
隠
れ
、
二
十
五

年
の
生
涯
を
と
じ
た
。
朝
廷
の
重
臣
た
ち
は
極
刑
・
斬
殺
・
流
罪
な
ど
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
天
武
の
時
代
に
な
っ
て
、
天
智
天
皇
の
皇
子
た
ち

は
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
天
武
天
皇
の

皇
后
が
天
智
天
皇
の
娘
（
後
の
持
統
天
皇
）
で
あ
る
こ
と
が
背
景
に
は
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
乱
の
意
義
は
単
な
る
皇
位
継
承
だ
け
で
な
く
、
天
智
・
天
武
両

朝
が
動
乱
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
見
据
え
、
大
豪
族
た
ち
を
ま
と
め
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
国
の
統
一
と
律
令
制
建
設
を
め
ざ
し
た
こ
と
に
あ
る
。

大
海
人
皇
子
は
岡
本
宮
の
南
に
新
宮
を
造
営
し
、
六
七
三
年
二
月
飛
鳥
浄

御
原
宮
に
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
天
武
天
皇
は
乱
の
勝
利
に
よ
っ

て
有
力
豪
族
の
地
位
の
低
下
に
反
し
、
天
皇
制
の
思
想
的
基
盤
の
確
立
に

や

く
さ

か
ば
ね

努
め
、
官
僚
制
の
整
備
を
推
進
し
た
。
そ
し
て
、「
八
色
の
姓
」、「
国
・

評
制
の
確
立
」、「
諸
臣
四
八
階
の
新
官
位
体
制
」、
更
に
「
飛
鳥
浄
御
原

令
」
な
ど
を
体
系
化
し
、
持
統
天
皇
に
受
け
継
が
れ
る
。

二

記
紀
に
見
る
豊
前
国

記
紀
の
成
り
立
ち

日
本
人
と
し
て
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
を
知

ら
な
い
人
は
ま
ず
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
そ
れ

だ
け
に
日
本
の
歴
史
の
成
り
立
ち
を
、
こ
の
両
書
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
言
え
る
。

ひ
え
だ
の

あ

れ

『
古
事
記
』
は
、
天
武
天
皇
の
勅
に
よ
り
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
帝

お
お
の
や
す

ま

ろ

紀
・
旧
辞
を
、
元
明
天
皇
の
勅
に
よ
り
太
安
万
侶
が
選
録
し
て
和
銅
五

年
（
七
一
二
）
正
月
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
内
容
は

上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
。

・
上
巻

神
代
史

・
中
巻

第
一
代
神
武
天
皇
〜
第
十
五
代
応
神
天
皇

・
下
巻

第
十
六
代
仁
徳
天
皇
〜
第
三
十
三
代
推
古
天
皇

『
日
本
書
紀
』
は
、
奈
良
時
代
に
完
成
し
た
我
が
国
最
古
の
勅
撰
の
正

と

ね
り
し
ん
の
う

史
で
、
六
国
史
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
編
纂
は
舎
人
親
王
ら
が
中
心
と

な
り
、『
古
事
記
』
か
ら
遅
れ
る
こ
と
八
年
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に

完
成
し
た
。
内
容
は
神
代
か
ら
持
統
天
皇
ま
で
を
漢
文
体
で
記
述
さ
れ
た

史
書
で
あ
る
。

両
書
は
時
代
的
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
特
徴
の

一
つ
と
し
て
、『
古
事
記
』
は
神
話
の
比
重
が
大
き
く
、『
日
本
書
紀
』
は

六
・
七
世
紀
の
記
事
が
多
く
編
年
史
書
の
体
裁
が
組
ま
れ
て
い
る
。

第１章 古 代 概 説

347


